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私たちの介護保険制度該当する人は
申請を

■問い合わせ先　介護福祉課（①～④…☎40-7049、⑤…☎ 40-7071、40-7072、⑥…☎ 40-7114）

私たちの介護保険制度該当する人は
申請を

①65歳からは介護保険料の納付を
　当市では、65歳になる月に介護保険被保険者
証を、翌月には介護保険料納入通知書を送付しま
す（誕生日が４月２日～７月１日の人には、７月
に納入通知書を送付します）。
　介護保険料は、半年から１年程度は納付書で納
め（普通徴収）、その後は年金からの天引き（特別
徴収）になります。ただし、年金額が年額18万円
未満の人は、納付書で納めます（口座振替も利用
できます〈第１期～第８期以外の納期の分を除く〉）。

②介護保険料の決定通知書を送付
　本年度分の介護保険料の決定通知書を７月 14
日（火）に送付します。特別徴収の人には「介護
保険料特別徴収額決定通知書」（はがき）が、普
通徴収（納付書で納入、または口座振替）の人に
は「介護保険料納入通知書」が届きますので、内
容を確認し、不明な点はお問い合わせください。
なお、普通徴収の納付は、コンビニエンスストア
ではできませんのでご注意ください。

③低所得者の保険料を減免
　希望する人は申請が必要ですので、毎年忘れず
に申請を。減免基準額の詳細についてはお問い合
わせください。
▼申請に必要なもの　印鑑（スタンプ印不可）／
申請者と同一世帯全員の収入のわかるもの、預貯
金通帳／前年と本年の年金（老齢、退職、遺族、
障害など）や恩給の振込通知書／家賃の支払いの
ある人は、前年中の金額が分かる契約書・領収書
など

④失業などでも保険料を減免
　介護保険制度では、震災（東日本大震災により
被災し当市に転入した避難指示等対象被保険者
を含む）・風水害・火災などの災害以外にも、65
歳以上の介護保険被保険者がいる世帯で、主に生
計を維持していた人が今年１月以降に会社の都合
により失業したときや、事業や業務の休廃業によ
り収入が著しく減少したときなどは、介護保険料
の減免を受けられる場合があります。
▼申請に必要なもの　失業などを証明できる書類

（雇用保険受給資格者証など）
※減免は申請日以降に納期限の日（特別徴収の人
は、普通徴収の納期に換算）が到来する保険料が
対象となりますので、早めに手続きを。

～③・④共通事項～
▼受付開始　７月15日（水）から（土・日曜日、
祝日を除く）
▼申請方法　介護福祉課（市役所１階）へ申請書
等を直接提出か、郵送による申請
※新型コロナウイルス感染症の影響に係る減免に
ついては７ページをご確認ください。

⑤介護保険負担割合証の更新
　負担割合証が８月１日から更新されます。新し
い負担割合証は、要支援・要介護認定を受けてい
る人と総合事業の事業対象者に対して、７月下旬
に発送する予定ですので、届き次第、記載内容を
確認してください。
　介護保険・総合事業のサービスを利用する際に
は、被保険者証と一緒に負担割合証をサービス事
業所に提示する必要があります。
　なお、現在お使いの負担割合証は、８月１日以
降に介護福祉課または岩木・相馬総合支所民生課
窓口まで返還するか、裁断のうえ、破棄してくだ
さい。

⑥在宅ねたきり高齢者の寝具丸洗いサービス
　自宅で生活をしているおおむね65歳以上のね
たきりの人を対象に、寝具の丸洗いを無料で実施
します。
▼内容　掛布団、敷布団、
毛布または丹前のいずれか
合計３枚までを専門業者が
回収し、丸洗い・乾燥・殺
菌消毒をした後、自宅へ返
却します（約１週間）。
▼実施期間　９月上旬～ 10月末
※回収日・返却日については、申し込み受け付け
後、利用決定通知で個別にお知らせします。
▼申込先　８月３日（月）までに、各地域の民生
委員または介護福祉課か岩木・相馬総合支所民生
課窓口へ。

私たちの介護保険制度該当する人は
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弘前っ子の作品
　令和元年度弘前地区小・中学校美術展で受賞し
た作品を８回に分けて紹介します。子どもたちの
夢、楽しい思い出、豊かな心をご覧ください。

■問い合わせ先
教育センター
（☎ 26-4803）

　認知症やその疑いのある高齢者が道に迷った
り、自宅がどこかわからなくなってしまった場合
に備えて、市では「ただいまサポート事業」を行っ
ています。高齢者が安心して外出し、「ただいま」
と安全に帰宅することができるよう、不安のある
人は、ぜひご登録ください。

【事業内容】
①事前登録
　行方不明になるおそれのある高齢者の情報を事
前に市に登録します。登録者には、身元確認用の
キーホルダーや反射シールなどを交付します。
②弘前警察署との連携　
　登録者の情報を市と弘前警察署で共有します。
これにより、帰宅できなくなった高齢者が保護さ
れたときの身元確認や行方不明になったときの捜
索を迅速に行えるようにします。
③協力機関との連携　
　行方不明高齢者の発見活動に参画できる協力機
関を登録し、行方不明者を早期に発見・保護でき

るようにします。公共交通機関、宅配業者、介護
事業所など多くの事業所に登録いただいています
が、個人情報は厳重に保護しています。

【事前登録】
▼対象者　満65歳以上で認知症やその疑いがあ
り、行方不明になるおそれのある弘前市民（若年
性認知症の場合は65歳未満でも対象）
▼申請できる人　本人、家族、成年後見人（保佐
人・補助人含む）
▼申請手続き　申請者の印鑑、本人の写真（上半
身と全身の2枚）を持参の上、介護福祉課または
市内の地域包括支援センターへお越しください。

【認知症の人を見守るためのお願い】
　長い時間同じ場所にいるなど、気がかりな高齢
者を見かけたら、笑顔で「どうしました？」など
のちょっとした一声と警察（110 番または弘前
警察署〈☎32-0111〉）への連絡をお願いします。
■問い合わせ先・申請先　介護福祉課自立・包括
支援係（☎40-4321）

ただいまサポート事業高齢者の安心・
安全のために

弘前警察署 介護福祉課 協力機関

事前登録の流れ

①連絡①連絡
（行方不明者届）（行方不明者届）

②連絡②連絡

③登録情報の共有③登録情報の共有

②グッズ交付②グッズ交付
（登録番号記載）（登録番号記載）

①事前登録①事前登録

③連携③連携

行方不明発生時の流れ


